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これまでのまちづくり（拡散型都市構造へ）
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郊外の市街地化
1970年代 2000年代

【職住分離の進展】

①都市郊外に、幹線道路（ 赤色の線）、市街地開発（ 緑色のエリア）が進む。

②幹線道路沿道に大型商業施設（ ピンク色のエリア）が立地。

③都市郊外に、公園、病院、行政サービスなどの公共公益施設の整備が進む。

居住地域と商業施設が郊外に拡散し、住まいと職場が離れること（職住分離）により、

日常生活の移動（通勤、買い物、通院など）には、主に自動車を利用するように。

50年前は、ほとんど
原野だった場所も、
現在では市街地に！

自動車に過度に依存した拡散型都市構造（これまでのまちづくり）
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市街地の拡大とともに、
都市機能が拡散。
移動も自動車に。

職
職

住まい、職場、買い物など
都市機能が近接。
移動は徒歩でOKだった。
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これまでのまちづくり（拡散型都市構造による車社会）

新都市計画法の制定(S43)
・区域区分など
（市街化区域と

市街化調整区域を区分）

日本列島改造論(S47)
・大都市の機能を地方に再配置

都市計画法の一部改正(H4)
・12用途地域
・市町村マスタープラン

まちづくり三法
中心市街地活性化法(H10)
改正都市計画法(H10)
・特別用途地区など(大型店の郊外立地規制が可能に)
大店立地法(H12)

都市再生特別措置法の制定(H14)
・都市の魅力と国際競争力を高める
・民間の資金やノウハウを都市再生に

都市計画法の一部改正(H18)
・工業地域、白地地域の大規模集客施設の立地を規制
・市街化調整区域における病院、学校などの公共施設を
開発許可等の対象化

急激な
モータリゼーションの進展

急激なモータリゼーションと「まちづくり政策の変遷」

まちづくり三法（2000年）で、
郊外から中心市街地へシフト

イオン釧路昭和店
オープン(H12)
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これまでのまちづくり（拡散型都市構造から集約型都市構造への転換）

「モータリゼーション・スパイラル」から「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりへ

③
・郊外の利便性向上
・自動車依存が高まる

②
・交通需要が高まる
・道路拡幅などの整備

《モータリゼーション・スパイラル》
①交通需要の高まりに合わせて、郊外に大規模商業施設が立地し、
居住機能や商業機能などの都市機能が郊外に拡散。

②さらなる交通需要の高まりに、道路拡幅などの道路整備で対応。
③道路整備と商業施設立地による利便性向上が、自動車依存をさらに高める。

自動車依存と社会経済状況の変化による「まちづくり」の課題

●少子・超高齢社会 ●環境負荷の高まり ●都市財政の負担増

地域の生活サービスと公共交通の維持が最重要課題に

地域の拠点

地域の拠点

地域の拠点

コンパクト・プラス・ネットワーク
（歩いて暮らせる便利で持続可能なまちづくり）

●中心市街地の衰退

都心部
コンパクト

・都心部および各地域の拠点に都市機能を集約
・都心部および拠点周辺への居住を促進（まちなか居住）

ネットワーク
・都心部と各地域の拠点を結ぶ公共交通の維持
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地域の拠点

地域の拠点
地域の拠点

地域の拠点

①
・郊外に大型商業施設
・居住、商業が拡散
（拡散型都市構造）



平成１８年度 道営住宅 ことぶき（119戸）

平成２１年度 借上市住 コーディアルタウン旭橋（60 戸）

平成２４年度 道営住宅 川北（49戸）

平成２５年度 道営住宅 であえーる幸（40戸）

平成３０年度 市営住宅新川北ふたば（55戸）

令和元年度 北大通３丁目再開発ビル（70戸）

令和３年度 市営住宅新川北わかば（50戸）

【釧路市中心市街地における活性化のための取組例】

これまでも中心部の衰退を食い止めるため、様々な取組を進めてきた。

〇チャレンジショップ事業（平成15年度～平成18年度）

・４年間で２０件のチャレンジショップを実施。

・事業終了時点において、営業継続者１３件（うち中心市街

地４件）。

・現在営業中の店舗はなし。

〇中心市街地の空き店舗に出店する事業者への支援
・空き店舗等活用支援事業（平成28年度～）

補助件数延べ４３件 現在２６件が営業

・魅力ある個店づくり事業（平成22年度～平成27年度）

補助件数延べ２９件 現在８件が営業

・チャレンジストア事業（平成19年度～平成21年度）

補助件数延べ３８件 現在９件が営業

商業的にぎわいづくりに向けた取組まちなか居住の促進

これまでのまちづくり（中心市街地活性化の取り組み）

釧路市中心市街地の現状
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約２０年間で

計４４３戸を中心市街地へ

約２０年間で

計１３０件を支援
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これからのまちづくり（都心部のまちづくり）

釧路都心部まちづくり計画について

車から人中心の空間づくり

道路のウォーカブル化
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鉄道高架を想定した将来の道路網ついて

再整備後のイメージ図
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これからのまちづくり（都心部のまちづくり）

①釧路市中心市街地活性化研究会
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●検討方針 一過性のイベントにせず恒常的な取組を行うことにより、商業機能が必然的に成立する状況をつくりだす。

●研究会の概要 中心市街地で事業を営む経営者など３０代～５０代の方８名のメンバーと、国の紹介によるコーディネーター
で中心市街地の盛り上げを議論。令和５年度には全８回開催。

目指す
方向性

具体的
には

～ 一次産業の課題解決都市・釧路 ～
食産業にまつわる豊かな風土や歴史という釧路の強みをもとに

日本の食料安全保障を守るひがし北海道の基地として、食産業の多様な課題解決を目指す街へ

研究機関、企業の集積でにぎわいを生む‼

研究ニーズ 研究機関等の集積可能性

②みなとまちづくりワークショップ

●取組の目的 ・釧路川リバーサイドの価値を高めることで、街の価値を高めること。
・市民のシビックプライドを醸成すること。（愛着／誇り／共感／継続居住意向／他者推奨意向）

釧路川リバーサイド 施策の展開イメージ

■イベント空間への転換

どの時間帯でも、市民や観光客を受け入れるコンテンツの開発

（例）釧路ヒアガーデン など

末広町界隈
夕方～夜ゾーン

ＭＯＯ界隈
昼ゾーン

■大型クルーズ船が停泊可能な岸壁の整備

（西港区第４埠頭に入港する大型クルーズ船）
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中央埠頭界隈
朝ゾーン

一次産業関係者 実証フィールド優位性 中心市街地に集うことで

新たな人流・にぎわい‼豊富 高



災害時の避難所について

令和６年度 市政懇談会

話題２

・災害の時間軸における対応

・「避難場所」と「避難所」の違いについて

・市民の皆様にお願いしたいこと



「避難場所」と「避難所」の違いについて

目的
開設の

タイミング
備蓄

避難場所
災害が発生した時などに、命
を守るため一時的に避難する
ところ

自動開設 ✕

避難所
避難場所へ一時的に避難した
のち、帰宅困難な方が中長期
に渡り避難するところ

状況に応じて開設 〇

■大津波警報発表時の避難場所と避難所

■「避難場所」と「避難所」の違い

○避難場所 → 指定緊急避難場所

○避難所 → 指定避難所
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災害の時間軸における対応

発災前

・ハザードマップの作成
・避難場所の確保
・総合防災訓練 など

発災時

・避難場所への避難
・非常用持ち出し品

復興・復旧

・避難所の運営
・インフラの復旧作業
・物資の供給 など

発災

０時間 72時間

避難場所
（自助・共助）

避難所
（公助）

自助

公助共助
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市民の皆様にお願いしたいこと

１ 早期避難の意識づけ

・警報が発表されたら、即刻避難

し、自身の命を守る

２ 一時避難への備え

・家庭内備蓄の準備（水・食料・薬・簡易トイレなど）

・避難場所の確認

約11万人

■津波からの避難の考え方（避難可能距離）※中央防災会議報告書より

①避難準備時間 12分
※冬の夜間の場合

②避難速度 1分間に30ｍ進む速さ
早期避難 より安全に避難できる
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ご清聴ありがとうございました


